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特
別
記
事

　

小
沢
奈
々
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

一
　
は
じ
め
に

　

小
沢
奈
々
君
が
提
出
し
た
博
士
学
位
請
求
論
文
「
日
瑞
比
較
法
史

論
考
―
明
治
期
か
ら
大
正
期
へ
の
日
本
法
学
の
転
換
」
は
、
近
代
日

本
に
お
け
る
ス
イ
ス
法
の
影
響
を
比
較
法
史
的
に
論
じ
る
も
の
で
あ

る
。
フ
ラ
ン
ス
法
や
ド
イ
ツ
法
な
ど
の
大
規
模
な
法
典
的
継
受
を
主

軸
と
し
て
扱
っ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
日
本
近
代
法
史
の
研
究
枠
組
み

の
中
に
、
細
か
な
史
実
の
実
証
的
発
見
と
そ
の
創
発
的
な
再
構
成
を

通
し
て
、
従
来
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
我
が
国
に
お
け

る
ス
イ
ス
法
の
影
響
を
、
法
学
者
た
ち
の
相
互
主
体
的
な
人
物
交
流

の
局
面
（
本
論
文
第
一
編
）
と
、
制
度
解
釈
の
学
説
的
な
局
面
（
同

第
二
編
）
と
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
か
つ
総
合
的
な
視
点
か
ら
輪

郭
付
け
た
労
作
で
あ
る
。

二
　
本
論
文
の
構
成

　

本
論
文
は
、
Ａ
４
判
で
資
料
編
を
含
み
三
〇
九
頁
に
及
び
、
二
編

構
成
、
全
九
章
か
ら
成
る
。
そ
の
う
ち
ス
イ
ス
と
日
本
の
法
学
者
の

交
流
を
扱
う
第
一
編
の
第
一
章
「
ル
イ
・
ア
ド
ル
フ
・
ブ
リ
デ
ル
」

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
小
沢
君
が
査
読
付
き
学
術
雑
誌
『
法
学
政

治
学
論
究
』
に
発
表
し
た
二
編
の
論
文
と
、
同
君
が
ベ
ル
ン
大
学
留

学
時
に
提
出
し
後
日
出
版
し
た
ド
イ
ツ
語
の
修
士
論
文
、
“Louis 

A
dolphe Bridel–Ein schw

eizer Professor an der juristis
chen Fakultät der T

okyo Im
perial U

niversity–

” (Peter 
Lang Gm

bH
., Frankfurt am

 M
ain, 2010)

の
主
旨
を
組
み
込

ん
で
お
り
、
こ
の
日
本
の
学
界
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
未
知
の
法
学

者
の
全
体
的
人
物
像
を
、
詳
細
に
か
つ
網
羅
的
に
復
元
す
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
。

　

ま
た
明
治
初
年
期
の
太
政
官
制
下
の
日
本
に
お
け
る
裁
判
実
務
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
定
め
た
「
裁
判
事
務
心
得
」（
明
治
八
年
太
政
官

第
一
〇
三
号
布
告
）
に
つ
い
て
論
じ
た
、
第
二
編
の
第
三
章
か
ら
第

七
章
に
至
る
各
章
は
、
上
記
『
法
学
政
治
学
論
究
』
に
加
え
、
法
制

史
学
会
創
立
六
〇
年
記
念
企
画
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
若
手
研
究
者
論

文
集
『
法
の
流
通
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
を
基
礎
に
練
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
同
編
第
八
章
の
「
穂
積
重
遠
の
条
理
論
」
も
、
法

文
化
学
会
の
機
関
誌
『
夫
婦
（
法
文
化
学
会
叢
書
第
一
〇
巻
）』
に

査
読
の
上
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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以
上
の
通
り
、
小
沢
君
の
こ
の
度
の
論
文
で
は
、
こ
れ
ま
で
同
君

が
発
表
し
て
き
た
個
別
論
文
や
海
外
で
公
刊
さ
れ
た
著
作
に
、
そ
の

後
の
研
究
調
査
で
得
ら
れ
た
知
見
や
種
々
の
加
除
修
正
を
施
し
、
さ

ら
に
新
規
に
書
き
下
ろ
し
た
二
つ
の
章
を
加
え
（
第
二
章
、
第
九

章
）、
上
記
テ
ー
マ
に
即
し
た
、
よ
り
方
法
自
覚
的
な
視
点
を
鮮
明

に
し
た
考
察
を
踏
ま
え
て
い
る
。
本
論
の
構
成
の
詳
細
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

序
　

一　

問
題
意
識
と
研
究
対
象

　

二　

本
論
文
の
構
成
及
び
概
要

第
一
編　

近
代
日
本
と
ス
イ
ス
の
法
学
交
流

　

第
一
章　

ル
イ
・
ア
ド
ル
フ
・
ブ
リ
デ
ル

　
　

一　

は
じ
め
に

　
　

二　

来
日
ま
で
の
経
歴

　
　

三　

ブ
リ
デ
ル
―
東
京
帝
国
大
学
間
の
雇
用
契
約
を
め
ぐ
る
交
渉

　
　

四　

ブ
リ
デ
ル
来
日
の
理
由

　
　

五　

ブ
リ
デ
ル
の
日
本
に
お
け
る
活
動
―
ブ
リ
デ
ル
、
フ
ー
バ
ー

書
簡
か
ら
の
考
察

　
　

六　

ス
イ
ス
民
法
典
の
紹
介

　
　

七　

ブ
リ
デ
ル
の
死

　
　

八　

小
括

　

第
二
章　

穂
積
重
遠

　
　

一　

は
じ
め
に

　
　

二　

穂
積
重
遠
の
生
涯
と
そ
の
業
績

　
　

三　

穂
積
重
遠
の
法
理
論
―
法
律
進
化
論
を
中
心
と
し
て

　
　

四　

穂
積
重
遠
と
ス
イ
ス

　
　

五　

小
括

第
二
編　

蘇
る
太
政
官
布
告
―
明
治
八
年
太
政
官
第
一
〇
三
号
布
告
裁

判
事
務
心
得
第
三
条
と
ス
イ
ス
民
法
典
第
一
条
第
二
項

　

第
三
章　
「
忘
却
」「
再
自
覚
」
を
た
ど
っ
た
太
政
官
布
告

　

第
四
章　

制
定
時
の
太
政
官
布
告

　
　

一　

明
治
八
年
太
政
官
第
一
〇
三
号
布
告
裁
判
事
務
心
得
第
三
条

　
　

二　

裁
判
事
務
心
得
の
制
定
過
程

　
　

三　

裁
判
事
務
心
得
の
由
来
に
つ
い
て

　
　

四　

制
定
時
の
裁
判
事
務
心
得
に
み
ら
れ
る
「
条
理
」
の
位
置
付

け

　

第
五
章　

裁
判
事
務
心
得
第
三
条
の
消
滅
？

　

第
六
章　

消
滅
後
の
太
政
官
布
告
―
「
忘
却
」
か
ら
「
再
自
覚
」
へ

　
　

一　

明
治
二
三
年
「
旧
民
法
典
公
布
」
よ
り
明
治
三
一
年
「
明
治

民
法
典
施
行
」
ま
で
（
前
半
期
）

　
　

二　

明
治
三
一
年
「
明
治
民
法
典
施
行
」
以
降
（
後
半
期
）

　

第
七
章　
「
再
自
覚
」
さ
れ
た
太
政
官
布
告

　
　

一　

民
法
解
釈
論
者
の
「
条
理
」
論

　
　

二　

比
較
法
学
者
の
「
条
理
」
論
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第
八
章　

穂
積
重
遠
の
「
条
理
」
解
釈
―
大
正
四
年
一
月
二
六
日
大

審
院
民
事
連
合
部
判
決
「
婚
姻
予
約
有
効
判
決
」
か
ら
の

一
考
察

　
　

一　

法
律
婚
主
義　

対　

事
実
婚
主
義

　
　

二　

穂
積
重
遠
の
「
条
理
」
論

　

第
九
章　

小
括
―
日
本
近
代
法
学
に
お
け
る
「
条
理
」
理
解
の
転
換

結　

論

三
　
本
論
文
の
概
要

　

本
論
文
で
は
、
ま
ず
幕
末
維
新
期
の
日
本
に
対
し
西
洋
列
強
諸
国

の
一
国
と
し
て
現
れ
た
「
ス
イ
ス
」
に
対
す
る
加
藤
弘
之
、
福
澤
諭

吉
、
中
江
兆
民
と
い
っ
た
啓
蒙
思
想
家
た
ち
の
認
識
を
系
譜
的
に
丁

寧
に
繙
き
つ
つ
、
明
治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
に
東
京
帝
国
大
学
法

科
大
学
教
師
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
出
身
の
国
際
法
学
者

ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ル
ヴ
ォ
ン
の
存
在
（
ブ
リ
デ
ル
は
ル
ヴ
ォ
ン
の
後
任

者
）
や
法
典
調
査
会
に
お
け
る
梅
謙
次
郎
の
発
言
な
ど
に
触
れ
な
が

ら
、
法
学
的
分
野
に
お
け
る
ス
イ
ス
の
影
響
関
係
が
論
じ
始
め
ら
れ

る
。

　

周
知
の
如
く
、
旧
民
法
か
ら
明
治
民
法
へ
の
転
換
は
、
こ
れ
ま
で

立
法
の
母
法
国
た
る
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ド
イ
ツ
へ
の
転
換
と
し
て
説
明

さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
法
典
調
査
会
に
お
け
る
実
際
の
明
治

民
法
典
の
編
纂
過
程
で
は
、
多
種
多
様
な
各
国
法
典
が
参
照
さ
れ
、

ス
イ
ス
法
も
ま
た
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
尤
も
、
ス
イ
ス
連
邦
統
一

民
法
典
（
Ｚ
Ｇ
Ｂ
）（
以
下
、
ス
イ
ス
民
法
と
呼
称
）
の
施
行
は
明

治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
一
月
一
日
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

梅
が
参
看
し
た
と
す
る
「
ス
イ
ス
」
法
と
は
、
い
く
つ
か
の
「
州
カ
ン
ト
ン

法
」
と
「
債
務
法
」
に
限
ら
れ
た
。
し
か
し
梅
自
身
は
自
ら
の
民
法

学
に
お
い
て
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
ー
起
草
の
チ
ュ
ー
リ
ヒ
私
法
法
典
や

ロ
ー
ザ
ン
ヌ
大
学
の
ロ
ガ
ン
の
学
説
に
惹
か
れ
て
い
た
事
実
が
挙
げ

ら
れ
、
ス
イ
ス
法
が
明
治
民
法
の
立
法
者
に
お
い
て
決
し
て
無
視
し

得
な
い
存
在
感
を
当
時
に
お
い
て
発
揮
し
て
い
た
こ
と
に
小
沢
君
は

注
目
す
る
。

　

し
た
が
っ
て
ス
イ
ス
法
の
我
が
国
に
対
す
る
影
響
は
、
フ
ラ
ン
ス

法
や
ド
イ
ツ
法
と
は
異
な
り
、
日
本
民
法
典
を
素
材
的
・
構
造
的
に

決
定
付
け
る
と
い
う
側
面
よ
り
も
、
す
で
に
実
定
化
さ
れ
た
、
あ
る

い
は
そ
の
過
程
に
あ
っ
た
日
本
民
法
を
、
学
説
的
・
機
能
的
に
理

解
・
解
釈
す
る
側
面
に
こ
そ
顕
わ
れ
て
く
る
。
小
沢
君
の
関
心
は
、

従
来
立
法
史
的
観
点
か
ら
描
か
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
日
本
近
代
法

史
の
認
識
の
中
で
、
主
要
な
法
典
編
纂
事
業
が
一
応
の
完
成
を
見
た

明
治
三
〇
年
代
以
降
に
焦
点
を
当
て
、
そ
こ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法

で
も
な
く
ま
た
ド
イ
ツ
法
で
も
な
い
、
い
わ
ば
第
三
の
西
欧
法
と
し

て
の
ス
イ
ス
法
の
影
響
を
実
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
方
法
は
、
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ま
ず
は
日
本
と
ス
イ
ス
の
法
学
者
間
交
流
を
綿
密
に
跡
づ
け
る
こ
と

か
ら
着
手
さ
れ
る
。
本
論
第
一
編
を
構
成
す
る
、
第
一
章
「
ル
イ
・

ア
ド
ル
フ
・
ブ
リ
デ
ル
」
と
第
二
章
「
穂
積
重
遠
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

第
一
章
で
は
、
明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
よ
り
、
東
京
帝
国
大

学
法
科
大
学
よ
り
フ
ラ
ン
ス
法
教
師
と
し
て
招
聘
さ
れ
、
大
正
二

（
一
九
一
三
）
年
に
急
死
す
る
ま
で
、
一
三
年
に
わ
た
り
そ
の
職
に

あ
っ
た
、
ス
イ
ス
人
法
学
教
師
ル
イ
・
ア
ド
ル
フ
・
ブ
リ
デ
ル
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
法
科
大
学
教
授
、
同
法
科
大

学
学
長
、
ス
イ
ス
民
法
第
一
草
案
起
草
委
員
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
州
議
会

議
員
な
ど
を
歴
任
し
た
こ
の
ス
イ
ス
人
法
学
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
日
本
近
代
法
史
上
、
そ
の
名
こ
そ
知
ら
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
人

物
像
・
法
学
者
像
に
つ
い
て
は
全
く
解
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
小

沢
君
は
、
ブ
リ
デ
ル
自
筆
に
よ
る
履
歴
書
、
傭
入
時
の
契
約
書
、
さ

ら
に
ブ
リ
デ
ル
と
東
京
帝
国
大
学
関
係
者
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書

簡
等
の
一
次
史
料
を
東
京
大
学
総
合
図
書
館
に
見
出
し
、
そ
れ
ら
を

通
し
て
彼
の
来
日
前
の
経
歴
、
来
日
の
経
緯
、
そ
し
て
日
本
で
の
教

育
・
著
述
活
動
の
ほ
ぼ
全
容
を
克
明
に
再
現
し
た
。
こ
れ
に
加
え
特

筆
す
べ
き
は
、
小
沢
君
が
、
ブ
リ
デ
ル
が
ス
イ
ス
連
邦
統
一
民
法
典

の
起
草
者
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ー
バ
ー
と
の
間
で
交
わ
し
た
書
簡
を
ス
イ

ス
連
邦
古
文
書
館
（Schw

eizerisches Bundesarchiv

）
に
発
見

し
、
そ
の
書
簡
の
伝
え
る
事
実
と
し
て
、
ブ
リ
デ
ル
が
当
時
は
未
だ

編
纂
段
階
に
あ
っ
た
ス
イ
ス
民
法
典
を
日
本
の
法
学
界
に
紹
介
す
る

こ
と
を
、
滞
日
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
初
は
、
日
本
に
あ
っ
て
フ
ラ
ン

ス
法
や
ド
イ
ツ
法
の
教
育
を
任
さ
れ
た
こ
の
ス
イ
ス
人
の
お
雇
い
法

律
顧
問
も
、
本
国
の
連
邦
議
会
に
お
け
る
民
法
典
編
纂
作
業
の
進
捗

状
況
に
常
に
心
を
配
り
つ
つ
、
や
が
て
日
本
の
法
学
界
に
対
す
る
ス

イ
ス
民
法
の
周
知
と
、
ス
イ
ス
法
教
育
の
具
体
的
な
方
針
や
そ
の
内

容
に
つ
い
て
主
体
的
に
企
画
し
始
め
る
。
小
沢
君
は
、
二
〇
世
紀
初

頭
に
あ
っ
て
、
世
界
で
最
も
新
し
い
民
法
典
を
完
成
さ
せ
た
ス
イ
ス

人
法
律
家
と
し
て
の
自
負
と
そ
の
極
東
諸
国
へ
の
普
及
と
い
う
新
た

な
使
命
を
帯
び
た
ブ
リ
デ
ル
の
姿
を
活
写
し
て
い
る
。　

　

ブ
リ
デ
ル
が
法
科
大
学
に
て
外
国
法
の
教
師
と
し
て
教
鞭
を
執
っ

た
そ
の
当
時
、
杉
山
直
治
郎
、
牧
野
英
一
、
穂
積
重
遠
、
末
弘
厳
太

郎
と
い
っ
た
、
主
に
大
正
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
活
躍
す
る
法
学
者

た
ち
も
そ
の
修
業
時
代
に
あ
っ
た
。
彼
ら
に
対
す
る
ブ
リ
デ
ル
の
影

響
の
有
り
様
を
、
穂
積
重
遠
を
例
に
挙
げ
、
綿
密
な
考
証
を
加
え
る

の
が
本
論
第
二
章
で
あ
る
。

　

第
二
章
で
は
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
を
は
じ
め
、
臨
時
法
制
審
議

会
委
員
、
東
宮
太
夫
、
最
高
裁
判
所
判
事
を
務
め
た
穂
積
重
遠
と
ス
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イ
ス
民
法
典
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
。
穂
積
重
遠
に
つ
い
て
は
、

近
時
大
村
敦
志
氏
に
よ
る
包
括
的
な
バ
イ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
が
発
刊
さ

れ
た
が
、
重
遠
と
ス
イ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
欧
州
留
学
時
に

後
述
の
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ー
バ
ー
宅
に
立
ち
寄
っ
た
事
実
以
外
、
ほ
と

ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

小
沢
君
は
、
我
が
国
の
家
族
法
学
者
と
し
て
の
パ
イ
オ
ニ
ア
、
穂

積
重
遠
の
法
学
方
法
論
全
般
を
、
そ
の
「
社
会
学
的
方
法
」、「
判
例

研
究
」、「
婦
人
問
題
へ
の
関
心
」、
そ
し
て
「
明
治
民
法
典
と
大

正
・
昭
和
戦
前
期
の
社
会
状
況
の
乖
離
の
克
服
に
む
け
た
活
動
」
の

各
点
か
ら
手
際
よ
く
再
整
理
す
る
。
と
り
わ
け
第
三
節
で
は
、
重
遠

の
進
化
論
的
法
認
識
、
す
な
わ
ち
法
律
適
用
が
「『
義
務
本
位
』
か

ら
『
権
利
本
位
』
そ
し
て
『
社
会
本
位
』
へ
」
と
段
階
的
に
変
化
し

て
き
た
と
す
る
見
解
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
「
社
会
本
位
の
時
代
」
を

迎
え
た
と
さ
れ
る
大
正
期
日
本
に
あ
っ
て
、
調
停
制
度
の
導
入
に
よ

る
積
極
的
な
「
法
と
道
徳
の
交
渉
」
を
説
く
重
遠
の
姿
を
描
き
出
し

て
い
る
。
な
に
よ
り
も
重
遠
の
言
う
「『
社
会
自
覚
時
代
』
に
あ
る

二
〇
世
紀
日
本
に
適
合
す
べ
き
『
社
会
本
位
』
の
法
律
」
と
は
、
ス

イ
ス
民
法
典
を
理
想
像
と
し
た
識
見
で
あ
っ
た
こ
と
を
小
沢
君
は
論

証
し
た
。

　

第
四
節
で
は
、
穂
積
重
遠
と
ス
イ
ス
人
法
学
者
と
の
関
係
を
よ
り

具
体
的
に
突
っ
込
ん
で
考
察
し
て
い
る
。
小
沢
君
は
ま
ず
、
重
遠
が

ブ
リ
デ
ル
や
ス
イ
ス
民
法
典
起
草
者
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ー
バ
ー
と
交
流

を
持
ち
、
特
に
ブ
リ
デ
ル
と
の
間
の
公
私
に
わ
た
る
深
い
親
交
に
着

眼
し
、
両
者
が
我
が
国
に
ス
イ
ス
民
法
典
を
紹
介
す
べ
く
協
力
し
て

活
動
す
る
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
し
た
。
ま
た
重
遠
は
ス
イ
ス

民
法
典
第
二
章
第
九
節
「
家
族
的
共
同
生
活
（D

ie Fam
ilien

gem
einschaft

）」
に
特
に
関
心
を
寄
せ
、
そ
の
「
共
同
生
活
本
位
」

の
家
族
制
度
の
在
り
方
に
、
家
督
相
続
と
遺
産
相
続
と
を
矛
盾
的
に

併
用
し
た
明
治
民
法
を
超
克
す
る
視
点
を
見
出
し
、
ス
イ
ス
民
法
典

を
「
個
人
主
義
で
は
な
く
『
実
質
的
に
家
族
主
義
』
を
採
用
し
た
法

典
」
で
あ
る
と
、
臨
時
法
制
審
議
会
の
席
上
、
大
い
に
賞
讃
す
る
。

重
遠
は
さ
ら
に
、
ス
イ
ス
民
法
は
「
女
性
の
権
利
の
向
上
を
実
現
し

た
法
典
」
で
あ
り
、
ま
た
フ
ー
バ
ー
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り
口

語
体
の
法
文
形
式
が
採
用
さ
れ
た
点
な
ど
を
挙
げ
、
そ
の
名
の
通
り

「
民
衆
を
名
宛
人
と
す
る
法
典
」
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
て
い
た
事

実
を
小
沢
君
は
見
逃
さ
な
い
。
か
く
し
て
重
遠
に
と
っ
て
ス
イ
ス
民

法
と
は
、
自
ら
の
法
学
の
最
終
目
的
と
も
言
う
べ
き
、
大
正
期
我
が

国
で
問
題
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
「
法
と
社
会
の
乖
離
」
を
克
服
し
是

正
す
る
道
の
り
に
お
い
て
、
常
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
最
新
の
具
体
的

標
準
で
あ
っ
た
。
彼
は
ス
イ
ス
民
法
の
「
婚
姻
の
解
消
」「
親
権
」

「
家
族
制
度
」
等
の
家
族
法
に
関
す
る
規
定
を
は
じ
め
、「
法
の
適

用
」
に
関
す
る
同
法
第
一
条
（
本
論
文
第
二
編
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
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る
）、「
信
義
則
」「
権
利
濫
用
の
禁
止
」
を
定
め
る
同
法
第
二
条
の

趣
旨
を
、
自
己
の
学
説
や
立
法
作
業
の
中
に
敷
衍
し
て
大
胆
に
展
開

し
た
の
で
あ
っ
た
（
第
八
章
に
て
詳
論
さ
れ
る
）。

　

次
に
第
二
編
で
は
、
明
治
後
期
、
お
よ
び
大
正
期
に
及
ん
だ
ス
イ

ス
民
法
の
影
響
を
実
態
的
に
解
明
す
る
た
め
に
、
小
沢
君
は
、
同
時

期
の
日
本
の
法
学
者
が
共
通
し
て
関
心
の
対
象
と
し
て
い
た
条
理
に

つ
い
て
着
目
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
条
理
論
の
議
論
の
端
緒
は

ま
ず
、
ス
イ
ス
民
法
第
一
条
第
二
項
「
法
律
に
規
定
が
な
い
と
き
は
、

自
己
が
立
法
者
な
ら
ば
法
規
と
し
て
定
め
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
と

こ
ろ
に
従
っ
て
裁
判
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
規
定
に
言
及
し
、
次
に

そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
、
我
が
国
の
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
太

政
官
第
一
〇
三
号
布
告
（
以
下
「
裁
判
事
務
心
得
」
と
も
呼
称
す

る
）
の
第
三
条
「
民
事
ノ
裁
判
ニ
成
文
ノ
法
律
ナ
キ
モ
ノ
ハ
習
慣
ニ

依
リ
習
慣
ナ
キ
モ
ノ
ハ
条
理
ヲ
推
考
シ
テ
裁
判
ス
ヘ
シ
」
が
常
に
引

合
さ
れ
る
思
惟
構
造
が
、
当
時
の
法
学
者
間
に
等
し
く
確
認
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
小
沢
君
は
、
当
時
の
最
新
の
西
欧
法
典
の
傍
ら
に
、

近
代
法
黎
明
期
の
民
事
裁
判
運
営
を
弥
縫
的
に
補
う
た
め
に
「
条

理
」
に
よ
る
裁
判
を
定
め
た
太
政
官
布
告
が
、
な
ぜ
近
代
法
再
編
期

と
も
言
わ
れ
る
大
正
期
に
再
び
そ
の
存
在
感
を
主
張
し
出
す
の
か
、

そ
し
て
そ
の
契
機
が
ス
イ
ス
法
に
あ
っ
た
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、

第
二
編
の
各
章
に
て
詳
し
く
論
じ
て
ゆ
く
。

　

第
三
章
、
第
四
章
で
小
沢
君
は
、
上
記
裁
判
事
務
心
得
の
明
治
八

年
の
制
定
時
に
遡
っ
て
考
察
す
る
。
特
に
条
理
裁
判
を
規
定
し
た
同

心
得
第
三
条
の
制
定
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
再
現
し
つ
つ
、
そ
の
立
法
に

与
え
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
答
問
の
影
響
な
ど
、
先
行
学
説
に
注
意
を
配

り
な
が
ら
丁
寧
に
論
じ
て
ゆ
く
。
結
局
、
同
三
条
の
「
条
理
」
に
西

欧
近
代
法
起
源
の
「
衡
平
（équité

）」
の
観
念
を
、
制
定
時
、
あ

る
い
は
そ
の
直
後
の
時
期
に
お
い
て
は
読
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
国
家
制
定
法
規
範
が
未
整
備
で
、
か
つ
条
文
の
欠
缺
が
む
し
ろ

常
態
で
あ
っ
た
当
時
、
裁
判
官
た
ち
は
「
条
理
」
の
名
の
下
に
、
翻

訳
書
に
よ
る
海
外
の
法
典
や
法
律
書
、
な
ら
び
に
施
行
前
に
あ
っ
た

旧
民
法
等
を
介
し
て
、
近
代
法
の
趣
旨
を
実
地
に
適
用
し
て
い
っ
た
。

小
沢
君
は
、
条
理
を
歴
史
実
体
的
に
定
義
付
け
る
こ
と
か
ら
視
点
を

ず
ら
し
、
裁
判
事
務
心
得
第
三
条
の
「
条
理
」
と
は
、
当
時
の
裁
判

官
が
西
欧
法
的
思
惟
を
引
照
す
る
た
め
の
標
識
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

　

さ
ら
に
明
治
八
年
に
制
定
さ
れ
た
裁
判
事
務
心
得
の
効
力
は
い
つ

ま
で
持
続
し
た
の
か
。
大
正
期
日
本
法
学
に
お
い
て
「
再
自
覚
」
さ

れ
た
こ
の
太
政
官
布
告
は
、
後
述
す
る
ご
と
く
論
者
に
よ
っ
て
は
大

正
期
に
お
い
て
も
現
行
法
令
と
し
て
効
力
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
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れ
て
い
た
。
小
沢
君
は
、
第
五
章
で
、
そ
う
し
た
大
正
期
法
学
者
の

過
去
の
法
令
を
認
識
す
る
方
法
に
迫
る
。
そ
こ
で
同
君
は
、
明
治
期

か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
数
多
く
の
法
令
集
を
縦
横
に

検
索
し
、
法
令
集
ご
と
に
同
心
得
同
条
の
効
力
の
「
解
釈
」
が
ま
ち

ま
ち
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
す
な
わ
ち
同
心
得
同
条
を
廃
止
し

た
実
定
法
的
根
拠
を
史
料
事
実
的
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
小
沢
君
は
、
そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
つ
つ
、
明
治

一
八
年
に
内
閣
官
報
局
に
よ
り
刊
行
が
始
ま
る
『
法
令
全
書
』
の
編

者
が
同
心
得
を
「
消
滅
」
し
た
と
判
断
す
る
見
解
を
最
重
要
視
す
る
。

小
沢
君
は
、
そ
う
し
た
当
時
の
国
家
公
定
的
な
法
令
集
の
編
者
に
お

け
る
い
わ
ば
同
時
代
的
評
価
の
真
偽
を
検
証
す
べ
く
、
大
日
本
帝
国

憲
法
、
裁
判
所
構
成
法
、
民
事
訴
訟
法
、
旧
民
法
証
拠
編
（
特
に
第

九
条
）、
そ
し
て
法
例
の
各
編
纂
過
程
に
つ
い
て
の
粘
り
強
い
検
討

を
重
ね
る
。
そ
の
結
果
、
裁
判
事
務
心
得
第
三
条
の
「
消
滅
」
は
、

な
る
ほ
ど
そ
れ
を
決
定
づ
け
る
明
文
の
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い

も
の
の
、
と
り
わ
け
民
事
法
領
域
に
お
い
て
、「
消
滅
」
を
も
は
や

自
明
の
こ
と
と
し
て
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
の
立
法
（
＝
成
文

法
）
環
境
の
整
備
が
着
々
と
進
ん
で
い
た
こ
と
を
、
立
法
資
料
な
ど

を
通
し
て
詳
細
に
確
認
し
た
。

　

た
だ
し
、
立
法
的
次
元
に
お
け
る
「
条
理
」
の
実
体
的
「
消
滅
」

は
、
司
法
現
場
に
お
け
る
条
理
の
機
能
的
「
消
滅
」
を
必
ず
し
も
意

味
し
な
か
っ
た
。
第
六
章
で
は
、
法
典
調
査
会
起
草
委
員
た
る
穂
積

陳
重
と
主
査
委
員
高
木
豊
三
の
議
論
に
、
当
時
の
法
学
者
の
間
で
は
、

裁
判
事
務
心
得
第
三
条
が
未
だ
「
日
本
人
ニ
久
シ
フ
行
ハ
レ
テ
居
ル

ノ
デ
ア
ル
裁
判
官
ハ
其
レ
ニ
検
束
サ
レ
テ
居
ル
」
と
の
認
識
が
確
認

さ
れ
る
こ
と
を
小
沢
君
は
指
摘
す
る
。
な
に
よ
り
も
、
明
治
民
法
典

完
成
後
に
我
が
国
に
お
い
て
ド
イ
ツ
法
学
的
概
念
法
学
解
釈
論
が
い

よ
い
よ
顕
著
と
な
る
傍
ら
で
、
同
君
は
東
京
帝
国
大
学
の
法
理
研
究

会
を
窓
口
と
し
た
「
自
由
法
学
説
」
の
我
が
国
へ
の
受
容
状
況
を
注

視
し
、
我
が
国
に
お
け
る
ス
イ
ス
法
の
学
説
的
受
容
を
促
し
た
法
思

想
的
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
仮
説
立
て
る
。
小
沢
君
が
引
用
す
る
明

治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
の
大
審
院
判
決
の
理
由
中
に
、
裁
判
事
務

心
得
第
三
条
が
未
だ
法
適
用
の
準
拠
枠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
が
、
そ
の
「
条
理
」
と
は
ま
さ
し
く
ス
イ
ス
民
法
第
一
条
第

二
項
の
趣
旨
で
あ
る
と
の
、
当
該
判
決
を
起
案
し
た
判
事
の
見
解
が

紹
介
さ
れ
る
。
小
沢
君
は
こ
の
事
実
に
こ
そ
、
司
法
実
務
に
お
け
る

条
理
が
明
治
末
年
に
裁
判
官
の
意
識
中
に
存
在
し
、
そ
の
よ
り
具
体

的
な
指
針
と
し
て
ス
イ
ス
民
法
第
一
条
第
二
項
の
規
定
が
大
い
に
参

照
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
同
一
視
さ
れ
る
文
脈
が
整
っ
て
い
た
こ

と
を
看
取
し
て
い
る
。



178

法学研究 86 巻 11 号（2013：11）
　

そ
こ
で
第
七
章
で
は
、
大
正
期
の
日
本
法
学
に
お
い
て
、
主
と
し

て
富
井
政
章
、
鳩
山
秀
夫
、
末
弘
厳
太
郎
、
松
本
烝
治
、
穂
積
重
遠
、

我
妻
栄
ら
の
民
法
学
者
の
系
列
と
、
穂
積
陳
重
や
杉
山
直
治
郎
な
ど

の
法
理
学
者
・
比
較
法
学
者
の
系
列
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
理

解
釈
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
。
こ
こ
で
何
よ
り
も
問
題
と
な
る
の

が
、「
条
理
」
を
規
定
し
た
上
述
の
明
治
八
年
に
遡
る
裁
判
事
務
心

得
第
三
条
の
法
令
と
し
て
の
効
力
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
っ
た
。
末

弘
の
よ
う
に
、
同
心
得
は
も
と
も
と
立
法
の
未
整
備
と
い
う
状
況
下

で
制
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
で
、
今
日
も
は
や
「
歴
史
的

文
書
」
の
域
を
出
ず
、「
現
在
の
法
学
に
直
接
関
係
が
な
い
」
と
、

明
確
に
そ
の
効
力
や
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
の
意
義
を

否
定
す
る
論
者
も
あ
っ
た
。
し
か
し
大
方
の
民
法
学
者
に
お
い
て
は
、

当
時
の
自
由
法
学
的
思
潮
の
中
、「
条
理
」
の
補
充
的
法
源
性
を
容

認
す
る
立
場
か
ら
（
以
下
第
八
章
も
参
照
）、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ

の
法
令
と
し
て
の
効
力
を
正
面
か
ら
是
認
す
る
立
場
も
あ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
比
較
法
学
的
見
地
か
ら
は
、
ス

イ
ス
民
法
第
一
条
第
二
項
と
の
比
較
論
的
枠
組
み
が
一
層
強
調
さ
れ

る
中
で
、
穂
積
陳
重
は
法
律
進
化
的
視
点
か
ら
同
法
と
裁
判
事
務
心

得
が
「
司
法
的
自
由
発
見
の
立
法
的
公
認
」
と
し
て
等
し
い
評
価
が

与
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
当
時
の
日
本
の
法
学
界
を
席
巻
し
た
フ

ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ェ
ニ
ー
の
「
科
学
的
自
由
探
究
説
」
の
強
い
影
響
が

看
取
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
両
法
令
の
歴
史
起
源
性
、
文
化
的
背
景

性
が
さ
ら
に
捨
象
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
は
、
杉
山
直
治
郎
に
お

い
て
一
層
顕
著
と
な
る
。
杉
山
は
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
に
発
表

し
た
「
明
治
八
年
布
告
第
一
〇
三
号
裁
判
事
務
心
得
と
私
法
法
源
」

に
お
い
て
、
裁
判
事
務
心
得
第
三
条
こ
そ
ジ
ェ
ニ
ー
に
よ
る
新
し
い

解
釈
方
法
論
の
趣
旨
を
そ
れ
に
先
ん
じ
て

0

0

0

0

公
認
し
た
「
自
主
的
立
法

の
一
先
蹤
」
と
高
く
評
価
し
、
裁
判
事
務
心
得
の
「
合
理
性
」
や

「
現
代
的
立
法
価
値
」
を
、
学
理
的
に
は
ジ
ェ
ニ
ー
の
新
説
に
、
比

較
法
的
に
は
最
新
の
ス
イ
ス
民
法
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
結
び
合

わ
せ
て
「
再
発
見
」
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
杉
山
に
お
い
て

は
、
す
で
に
「
廃
止
の
外
観
を
呈
」
す
る
裁
判
事
務
心
得
第
三
条
は

「
そ
の
実
廃
止
さ
れ
た
も
の
で
は
な
」
く
、
同
条
は
ま
さ
に
「
現
代

的
合
理
解
釈
に
依
る
更
生
の
時
代
」
に
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
に
至
る
。

か
く
し
て
裁
判
事
務
心
得
第
三
条
は
、
そ
の
歴
史
的
存
在
性
を
剝
離

さ
れ
、
杉
山
に
お
け
る
「
新
自
然
法
」
の
理
念
を
盛
り
込
む
概
念
の

器
と
し
て
蘇
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
八
章
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
婚
姻
予
約
有
効
判
決
」
と
し
て
有
名

な
、
大
正
四
年
一
月
二
六
日
大
審
院
民
事
連
合
部
判
決
が
考
察
さ
れ

る
。
本
判
決
で
は
、
明
治
八
年
太
政
官
第
二
〇
九
号
達
に
よ
っ
て
導

入
さ
れ
た
「
法
律
婚
主
義
」
が
、
そ
の
後
旧
民
法
、
明
治
民
法
の
採
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用
す
る
原
則
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
正
期
の
我
が
国
に
お

い
て
な
お
も
事
実
婚
（
＝
内
縁
）
の
慣
行
が
優
勢
し
て
い
る
こ
と
に

鑑
み
、「
婚
姻
予
約
」
な
る
擬
制
的
法
律
構
成
が
判
示
さ
れ
た
の
だ

が
、
穂
積
重
遠
は
当
該
裁
判
を
「
条
理
裁
判
」
と
位
置
付
け
た
。
そ

の
文
脈
で
重
遠
は
裁
判
事
務
心
得
第
三
条
と
ス
イ
ス
民
法
第
一
条
第

二
項
と
に
言
及
し
、
両
法
令
と
も
裁
判
官
に
よ
る
法
律
の
欠
缺
補
充

機
能
に
お
い
て
「
同
趣
旨
」
で
あ
る
と
定
義
付
け
る
。
小
沢
君
は
重

遠
と
共
に
、
明
治
初
年
期
に
「
法
の
不
在
」
を
埋
め
合
わ
せ
る
代
替

的
法
源
と
し
て
現
れ
た
「
条
理
」
は
、
明
治
末
年
か
ら
大
正
期
に

「
法
の
欠
缺
」
を
繕
う
補
充
的
法
源
へ
と
そ
の
機
能
の
解
釈
的
転
換

を
果
た
し
た
こ
と
を
、
第
九
章
に
お
い
て
的
確
に
確
認
す
る
。
小
沢

君
に
よ
る
と
重
遠
に
お
け
る
「
条
理
」
と
は
、「
道
徳
的
規
範
」「
宗

教
的
規
範
」「
技
術
的
規
範
」「
経
済
的
規
範
」「
習
俗
慣
習
上
の
規

範
」「
礼
式
的
規
範
」
を
内
容
と
す
る
「
第
一
段
の
社
会
生
活
規
範
」

に
内
在
す
る
。
こ
の
「
社
会
生
活
規
範
」
は
国
家
権
力
に
よ
る
「
法

律
化
」
に
よ
り
「
第
二
段
」
の
「
社
会
生
活
規
範
」
に
転
化
す
る
が
、

「
第
一
段
」
の
そ
れ
は
常
に
「
第
二
段
」
の
そ
れ
を
基
礎
付
け
、
か

つ
ま
た
補
充
す
る
役
割
を
期
さ
れ
て
い
た
。
重
遠
に
お
け
る
「
条

理
」
と
は
そ
れ
自
体
が
具
体
的
実
体
的
な
法
源
性
を
帯
び
る
も
の
で

は
な
く
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
判
例
に
取
り
込
ま
れ
、
ま
た
立
法
を
通

し
て
「
実
定
化
」
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
最
終
目
標
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
実
際
に
重
遠
は
、
臨
時
法
制
審
議
会
の
民
法
改
正
要
綱
や
満
州

国
民
法
典
の
制
定
過
程
に
お
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
論
文
に
お
い
て
小
沢
君
が
な
に
よ

り
も
考
察
の
対
象
に
据
え
た
も
の
は
、
近
代
法
典
の
編
纂
整
備
を
終

え
、
直
ち
に
法
典
解
釈
の
方
法
論
の
輸
入
に
向
か
っ
た
、
い
わ
ゆ
る

「
学
説
継
受
期
」
に
あ
っ
た
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
我

が
国
の
法
学
者
の
認
識
で
あ
ろ
う
。
一
九
世
紀
末
に
完
成
す
る
ド
イ

ツ
民
法
典
と
ド
イ
ツ
民
法
学
説
の
絶
大
な
影
響
下
に
形
成
さ
れ
る
明

治
民
法
典
と
そ
の
解
釈
論
は
、
当
初
は
欧
州
「
最
新
」
の
法
典
の
完

全
性
、
無
謬
性
の
前
提
の
下
に
、
緻
密
な
概
念
法
学
と
し
て
現
れ
た

が
、
や
が
て
法
律
と
社
会
と
の
乖
離
、
継
受
さ
れ
た
法
の
描
く
「
あ

る
べ
き
0

0

法
律
（
＝
裁
判
規
範
）」
と
日
本
国
民
の
生
活
に
内
在
す
る

「
あ
る
法
律
（
＝
行
為
規
範
）」（
末
弘
厳
太
郎
）
と
の
相
克
や
矛
盾

も
ま
た
、
法
学
者
間
に
お
け
る
共
通
の
認
識
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

我
が
国
の
ス
イ
ス
民
法
、
及
び
そ
の
学
説
の
受
容
は
、
日
本
の
法
学

者
が
日
本
社
会
の
法
現
実
の
改
善
を
自
ら
の
課
題
と
す
る
文
脈
に
お

い
て
生
じ
た
。
小
沢
君
は
、
法
典
の
無
欠
缺
性
を
放
棄
し
裁
判
官
に

よ
る
創
造
的
な
法
運
用
に
途
を
開
い
た
、
如
上
の
二
〇
世
紀
最
新
の

ス
イ
ス
民
法
第
一
条
第
二
項
こ
そ
が
、
大
正
期
日
本
法
学
に
お
い
て

判
例
研
究
の
重
要
性
と
そ
の
科
学
的
探
究
の
必
要
性
の
認
識
を
自
覚
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さ
せ
る
一
大
契
機
と
な
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
の
際
、
明
治
八

年
太
政
官
第
一
〇
三
号
布
告
裁
判
事
務
心
得
第
三
条
の
「
条
理
」
が

併
せ
て
再
論
さ
れ
た
こ
と
は
、
む
ろ
ん
ス
イ
ス
民
法
第
一
条
第
二
項

と
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
は
あ
る
。
し
か
し
小
沢
君
の
考

証
に
よ
れ
ば
、
同
心
得
第
三
条
は
当
時
と
し
て
も
消
滅
し
た
と
解
釈

し
得
る
法
令
で
あ
り
、
ま
た
明
治
初
期
の
民
事
裁
判
に
お
け
る
「
条

理
」
と
大
正
期
の
法
学
で
語
ら
れ
る
そ
れ
と
は
当
然
意
味
内
容
に
変

化
が
見
ら
れ
る
と
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
正
期
の
法
学
者
が

同
心
得
第
三
条
の
歴
史
性
に
目
を
つ
ぶ
り
そ
の
理
念
性
を
こ
と
さ
ら

に
強
調
し
、
ス
イ
ス
法
に
先
ん
じ
た
日
本
法
理
の
卓
越
性
と
し
て
誇

張
す
る
姿
勢
の
中
に
、
小
沢
君
は
昭
和
戦
前
～
戦
中
期
に
展
開
す
る

「
日
本
固
有
法
運
動
」
の
影
を
認
め
て
い
る
。

四
　
本
論
文
の
評
価

　

ま
ず
本
論
文
を
評
価
す
る
第
一
の
点
と
し
て
、
東
京
帝
国
大
学
法

科
大
学
教
師
ブ
リ
デ
ル
の
人
物
像
・
法
学
者
像
の
全
容
を
詳
細
に
解

明
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
決
し
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
や
レ
ー
ス
ラ
ー
と

い
っ
た
周
知
の
お
雇
い
法
律
学
者
が
果
た
し
得
た
立
法
顧
問
と
し
て

の
職
務
の
派
手
さ
は
認
め
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
ブ
リ
デ
ル
は
立
法

継
受
期
を
経
た
次
の
段
階
と
し
て
、
比
較
相
対
的
な
観
点
か
ら
の
外

国
法
研
究
と
い
う
方
法
を
我
が
国
に
紹
介
し
た
。
本
論
は
、
近
代
法

制
の
い
ろ
は
か
ら
始
め
た
明
治
初
期
の
外
国
人
法
律
教
師
と
は
も
は

や
異
な
り
、
近
代
法
体
系
を
自
前
の
も
の
と
し
た
日
本
法
学
を
学
術

的
に
醸
成
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
、
明
治
後
期
の
お
雇
い
法
律
顧
問

の
存
在
と
有
り
様
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
重
要
性
を
十
分
に
実
証
し

た
。
ま
た
な
に
よ
り
も
そ
の
論
証
の
過
程
で
発
見
・
引
用
さ
れ
た
資

料
に
は
、
日
本
の
学
界
未
見
の
も
の
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
る
。
内

外
の
文
書
史
料
館
を
言
葉
の
壁
を
感
じ
る
こ
と
な
く
自
在
に
渉
猟
し

得
る
小
沢
君
の
研
究
遂
行
能
力
は
、
今
後
の
日
本
近
代
法
史
学
の
発

展
に
も
大
い
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
点
と
し
て
、
明
治
八
年
太
政
官
第
一
〇
三
号
布
告
裁
判
事
務

心
得
の
特
に
第
三
条
の
法
令
と
し
て
の
効
力
の
問
題
に
、
徹
底
し
て

一
貫
し
た
通
史
的
考
察
を
踏
ま
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
法
学

入
門
書
に
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
同
心
得
同
条
が
実
は
法
令
と
し

て
今
な
お
生
き
て
い
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
す
で
に
死
ん
だ
も
の
な

の
か
、
法
制
史
の
分
野
に
お
い
て
こ
の
こ
と
を
直
接
の
主
題
と
し
て

論
じ
た
も
の
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
皆
無
で
あ
っ
た
。
小
沢
君
は
、
同

心
得
の
消
長
を
日
本
の
近
代
的
立
法
化
の
過
程
と
関
わ
ら
せ
て
論
じ

る
方
法
を
立
て
、
立
法
資
料
の
緻
密
な
考
証
の
結
果
、
主
要
法
典
の

整
備
に
伴
い
同
心
得
第
三
条
の
法
令
と
し
て
の
効
力
の
消
滅
を
認
め

ざ
る
を
得
な
い
と
の
見
解
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
同
心
得

同
条
の
効
力
を
め
ぐ
る
史
実
的
構
成
の
厳
密
さ
を
前
提
に
す
る
か
ら
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こ
そ
、
大
正
期
の
法
学
者
に
よ
る
同
条
の
評
価
の
非
歴
史
的
性
質
が

剔
抉
さ
れ
、
小
沢
君
の
仮
説
に
説
得
力
が
備
わ
っ
た
も
の
と
評
価
で

き
よ
う
。

　

第
三
点
と
し
て
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
の
日
本
の
法
学
史
が
ス

イ
ス
民
法
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
実
証
的
に
再
現
さ
れ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
大
正
期
の
法
制
史
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の

先
駆
的
な
業
績
が
存
す
る
も
の
の
、
日
本
近
代
法
史
学
に
お
い
て
は

未
だ
メ
イ
ン
の
対
象
領
域
と
ま
で
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な

先
行
業
績
の
手
薄
感
を
も
の
と
も
せ
ず
小
沢
君
は
、
副
題
に
あ
る

「
明
治
期
か
ら
大
正
期
へ
の
日
本
法
学
の
転
換
」
を
論
じ
上
げ
た
。

そ
の
際
ス
イ
ス
民
法
は
、
も
は
や
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
民
法
の
如

く
包
括
的
な
法
典
化
の
模
範
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
家
族
法
学
者

穂
積
重
遠
を
結
節
点
と
し
て
、
日
本
の
婚
姻
・
家
族
制
度
分
野
に
お

け
る
改
良
の
具
体
的
道
筋
が
学
ば
れ
た
し
、
国
家
法
規
範
と
社
会
と

の
乖
離
を
克
服
す
る
た
め
に
、
不
文
法
源
と
し
て
の
条
理
の
新
し
い

解
釈
方
法
が
日
本
法
学
に
お
い
て
大
い
に
議
論
さ
れ
る
契
機
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。「
法
律
の
社
会
化
／
社
会
の
法
律
化
」
が
時
代
の
象

徴
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
当
時
に
、
そ
の
社
会
的
実
践
者
た
ら
ん

と
し
た
重
遠
の
思
想
営
為
に
小
沢
君
は
ス
イ
ス
法
の
影
響
の
具
体
的

様
相
を
読
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
外
国
法
の
影
響
に
つ
い
て
、
と
も

す
れ
ば
抽
象
的
な
規
範
形
成
論
（
＝
立
法
論
）
に
傾
斜
し
が
ち
で

あ
っ
た
こ
れ
ま
で
の
法
制
史
の
方
法
論
に
対
し
、
小
沢
君
は
独
創
的

な
手
法
に
よ
る
新
し
い
可
能
性
を
提
示
し
た
と
評
せ
よ
う
。

　

む
ろ
ん
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
ス
イ
ス
民
法
に
引
合

わ
せ
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
る
明
治
八
年
太
政
官
第
一
〇
三
号
布
告
裁
判

事
務
心
得
第
三
条
の
「
条
理
」
に
つ
い
て
、
立
法
時
に
お
け
る
そ
の

西
欧
起
源
性
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
条
文
を
可
能
な
ら

し
め
た
我
が
国
に
お
け
る
「
条
理
論
」
の
前
近
代
に
遡
る
、
い
わ
ば

徳
川
思
想
史
的
系
譜
が
探
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
れ
と
は

逆
に
ス
イ
ス
民
法
第
一
条
第
二
項
に
結
実
す
る
二
〇
世
紀
ス
イ
ス
、

な
い
し
は
欧
州
に
お
け
る
法
源
解
釈
論
の
理
論
史
的
背
景
が
本
論
で

は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
が
残
念
で
あ
る
。
本
論
表
題
に

お
け
る
「
比
較
法
史
」
の
深
み
が
期
待
さ
れ
る
。
第
二
に
、
我
が
国

に
お
け
る
ス
イ
ス
民
法
摂
取
の
拠
点
で
あ
っ
た
穂
積
重
遠
に
及
ん
だ

同
法
の
影
響
に
つ
い
て
、
家
族
法
分
野
と
「
条
理
論
」
に
つ
い
て
そ

れ
ぞ
れ
が
細
か
く
分
析
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
二
つ
の
ト
ピ
ッ
ク

を
理
論
的
に
統
合
す
る
視
点
に
薄
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ス
イ

ス
法
は
確
か
に
そ
の
両
者
を
触
発
す
る
契
機
で
あ
っ
た
に
は
違
い
な

い
が
、
そ
の
外
国
法
素
材
の
何
に
学
び
何
を
受
容
す
る
か
の
問
題
は
、

実
は
対
象
側
に
は
な
く
主
体
と
し
て
の
日
本
の
法
学
者
、
大
正
期
日

本
法
学
の
側
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
第
三
に
、
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大
正
期
日
本
法
学
を
語
る
方
法
的
視
座
の
さ
ら
な
る
確
立
を
求
め
た

い
。〝
大
正
期
〟
な
る
法
学
的
時
期
区
分
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
以
前
と
そ
れ
以
後
の
我
が
国
の
法
史
に
お
け
る
連
続
面
と
非
連

続
面
と
を
よ
り
明
確
に
方
法
化
し
て
論
じ
る
必
要
が
出
て
こ
よ
う
。

例
え
ば
小
沢
君
本
人
も
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
条
理
を
め
ぐ
る

議
論
が
各
法
分
野
へ
と
拡
散
す
る
同
時
代
的
状
況
を
、
よ
り
広
範
囲

に
、
か
つ
動
態
的
に
把
握
す
る
工
夫
を
加
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ

に
共
通
し
た
当
時
代
的
精
神
の
存
在
と
そ
の
法
文
化
的
特
徴
と
を
確

認
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
に
違
い
な
い
。

　

以
上
の
と
お
り
、
本
論
文
に
は
未
だ
検
討
を
要
す
る
点
が
あ
り
、

ま
た
研
究
の
分
析
方
法
に
も
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
ら

は
、
わ
れ
わ
れ
審
査
員
一
同
が
小
沢
君
に
対
し
て
抱
く
期
待
の
大
き

さ
を
示
す
も
の
で
も
あ
り
、
今
後
の
小
沢
君
の
さ
ら
な
る
研
鑚
に
お

い
て
克
服
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
前
述
し

た
本
論
文
の
研
究
上
の
意
義
が
そ
れ
自
体
と
し
て
損
な
わ
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
審
査
員
一
同
は
、
本
博
士
学
位
請
求
論

文
が
独
創
的
か
つ
高
い
実
証
性
を
備
え
た
学
術
研
究
で
あ
る
こ
と
を

認
め
、
博
士
（
法
学
）（
慶
應
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
の

に
十
分
に
値
す
る
と
判
断
す
る
次
第
で
あ
る
。
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